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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地面上に張設される索条体の長手方向の中途部を覆うよう、この索条体の中途部に取り
付けられる筒形状の被覆体を備え、
　この被覆体は、その軸心周りの一部をこの被覆体の軸方向の全体にわたり切断した構成
の切割りを有し、
　この切割りを通し上記被覆体の内部に上記索条体の中途部を挿入可能な蔓性植物の這い
上がり防止装置において、
　上記切割りを形成する上記被覆体の両切断部分を互いに圧接させる圧接体が設けられて
おり、
　上記被覆体の軸心周りの外面に蔓性植物の忌避材が施されていることを特徴とする蔓性
植物の這い上がり防止装置。
【請求項２】
　地面上に張設される索条体の長手方向の中途部を覆うよう、この索条体の中途部に取り
付けられる筒形状の被覆体を備え、
　この被覆体は、その軸心周りの一部をこの被覆体の軸方向の全体にわたり切断した構成
の切割りを有し、
　この切割りを通し上記被覆体の内部に上記索条体の中途部を挿入可能な蔓性植物の這い
上がり防止装置において、
　上記被覆体の軸心周りの外面および上記切割りを形成する上記被覆体の両切断部分で互
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いに対向する両対向面に蔓性植物の忌避材が施されていることを特徴とする蔓性植物の這
い上がり防止装置。
【請求項３】
　地面上に張設される索条体の長手方向の中途部を覆うよう、この索条体の中途部に取り
付けられる筒形状の被覆体を備え、
　この被覆体は、その軸心周りの一部をこの被覆体の軸方向の全体にわたり切断した構成
の切割りを有し、
　この切割りを通し上記被覆体の内部に上記索条体の中途部を挿入可能な蔓性植物の這い
上がり防止装置において、
　上記被覆体の軸心周りの外面に蔓性植物の忌避材が施されており、
　上記被覆体の軸方向の一端部側には、上記忌避材が内面に施された凹部が形成されてお
り、
　上記被覆体の軸方向に列設する他の被覆体の端部のうち、上記被覆体の軸方向の一端部
に対向する端部が、上記被覆体の凹部に嵌入可能な構成となっていることを特徴とする蔓
性植物の這い上がり防止装置。
【請求項４】
　上記被覆体が弾性材で構成され、この被覆体の弾性変形により上記切割りが拡開される
ように構成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の蔓性植物の這い
上がり防止装置。
【請求項５】
　上記被覆体が、上記切割りを通し上記索条体の中途部を遊嵌状に挿入させる筒形状の被
覆体本体と、この被覆体本体に固着され、この被覆体本体に挿入された索条体の中途部に
上記被覆体の弾性力により圧接してこの被覆体を索条体に支持させる支持体とを備えたこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の蔓性植物の這い上がり防止装置。
【請求項６】
　上記被覆体の他端部の端面に上記忌避材が施されたことを特徴とする請求項３に記載の
蔓性植物の這い上がり防止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地面上に立設された電柱を支持する支線などの索条体に沿って、地面側から
蔓性植物が這い上がることを防止する蔓性植物の這い上がり防止装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　上記蔓性植物の這い上がり防止装置には、従来、下記特許文献１に示されるものがある
。この公報のものによれば、這い上がり防止装置は、地面上に張設される索条体の長手方
向の中途部を覆うよう、この索条体の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体を備えてい
る。この被覆体の軸心周りの一部は、この被覆体の軸方向の全体にわたり切断されて切割
りが形成される。そして、この切割りを通し上記被覆体の内部に上記索条体の中途部が挿
入可能とされている。また、上記切割りを形成する上記被覆体の両切断部分同士を締結し
て、上記切割りを閉じる締結具が設けられる。
【０００３】
　上記索条体の中途部に対し上記這い上がり防止装置の取り付け作業をする場合には、ま
ず、上記被覆体の切割りを通しこの被覆体の内部に上記索条体の中途部を挿入する。次に
、上記被覆体の両切断部分同士を締結具により締結すれば、上記索条体の中途部への這い
上がり防止装置の取り付けができるようになっている。そして、この後は、上記索条体に
沿って地面側から蔓性植物が這い上がることは上記這い上がり防止装置により防止される
。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記従来の技術において、対象となる蔓性植物が這い上がりに勢いがあるよ
うな場合には、上記索条体の中途部に取り付けられる被覆体の径寸法をある程度大きくし
たとしても、這い上がり防止装置を乗り越えて、蔓性植物が索条体に沿って這い上がるお
それがある。
【０００６】
　一方、上記したように索条体の中途部への這い上がり防止装置の取り付け作業は、上記
切割りを通し上記被覆体の内部に索条体の中途部を挿入した後、上記被覆体の両切断部分
同士を締結具により締結する、というものであるが、このような締結作業は煩雑である。
よって、その分、上記索条体の中途部への這い上がり防止装置の取り付け作業が煩雑にな
るおそれがある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記のような事情に注目してなされたもので、本発明の目的は、索条体の中
途部に取り付けた這い上がり防止装置により、上記索条体に沿って地面側から蔓性植物が
這い上がることを、より確実に防止できるようにし、かつ、上記索条体の中途部への這い
上がり防止装置の取り付け作業が、より容易にできるようにすることである。
【０００８】
　請求項１の発明は、地面上に張設される索条体２の長手方向の中途部を覆うよう、この
索条体２の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体５を備え、この被覆体５は、その軸心
６周りの一部をこの被覆体５の軸方向の全体にわたり切断した構成の切割り７を有し、こ
の切割り７を通し上記被覆体５の内部に上記索条体２の中途部を挿入可能な蔓性植物の這
い上がり防止装置において、
　上記切割り７を形成する上記被覆体５の両切断部分１３，１３を互いに圧接させる圧接
体２６，２７が設けられており、上記被覆体５の軸心６周りの外面に蔓性植物の忌避材１
０が施されていることを特徴とする蔓性植物の這い上がり防止装置である。
【０００９】
　請求項２の発明は、地面上に張設される索条体２の長手方向の中途部を覆うよう、この
索条体２の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体５を備え、この被覆体５は、その軸心
６周りの一部をこの被覆体５の軸方向の全体にわたり切断した構成の切割り７を有し、こ
の切割り７を通し上記被覆体５の内部に上記索条体２の中途部を挿入可能な蔓性植物の這
い上がり防止装置において、
　上記被覆体５の軸心６周りの外面および上記切割り７を形成する上記被覆体５の両切断
部分１３，１３で互いに対向する両対向面に蔓性植物の忌避材１０が施されていることを
特徴とする蔓性植物の這い上がり防止装置である。
【００１０】
　請求項３の発明は、地面上に張設される索条体２の長手方向の中途部を覆うよう、この
索条体２の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体５を備え、この被覆体５は、その軸心
６周りの一部をこの被覆体５の軸方向の全体にわたり切断した構成の切割り７を有し、こ
の切割り７を通し上記被覆体５の内部に上記索条体２の中途部を挿入可能な蔓性植物の這
い上がり防止装置において、
　上記被覆体５の軸心６周りの外面に蔓性植物の忌避材１０が施されており、上記被覆体
５の軸方向の一端部側には、上記忌避材１０ｅが内面に施された凹部３４が形成されてお
り、上記被覆体５の軸方向に列設する他の被覆体５’の端部のうち、上記被覆体５の軸方
向の一端部に対向する端部が、上記被覆体５の凹部３４に嵌入可能な構成となっているこ
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とを特徴とする蔓性植物の這い上がり防止装置である。
【００１１】
　請求項４の発明は、上記被覆体５が弾性材で構成され、この被覆体５の弾性変形により
上記切割り７が拡開されるように構成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の蔓性植物の這い上がり防止装置である。
【００１２】
　請求項５の発明は、上記被覆体５が、上記切割り７を通し上記索条体２の中途部を遊嵌
状に挿入させる筒形状の被覆体本体１６と、この被覆体本体１６に固着され、この被覆体
本体１６に挿入された索条体２の中途部に上記被覆体５の弾性力により圧接してこの被覆
体５を索条体２に支持させる支持体１７，１８とを備えたことを特徴とする請求項１～４
のいずれかに記載の蔓性植物の這い上がり防止装置である。
【００１３】
　請求項６の発明は、上記被覆体５の他端部の端面に上記忌避材１０ｆが施されたことを
特徴とする請求項３に記載の蔓性植物の這い上がり防止装置である。
【００１４】
　なお、この項において、上記各用語に付記した符号や図面番号は、本発明の技術的範囲
を後述の「実施例」の項や図面の内容に限定解釈するものではない。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明による効果は、次の如くである。
【００１６】
　請求項１の発明は、地面上に張設される索条体の長手方向の中途部を覆うよう、この索
条体の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体を備え、この被覆体は、その軸心周りの一
部をこの被覆体の軸方向の全体にわたり切断した構成の切割りを有し、この切割りを通し
上記被覆体の内部に上記索条体の中途部を挿入可能な蔓性植物の這い上がり防止装置にお
いて、
　上記切割りを形成する上記被覆体の両切断部分を互いに圧接させる圧接体が設けられて
おり、上記被覆体の軸心周りの外面に蔓性植物の忌避材が施されている。
【００１７】
　このため、上記索条体に沿って地面側から蔓性植物が這い上がることは、この索条体の
中途部に取り付けられた被覆体に加え、この被覆体の外面に施された忌避材によって、よ
り確実に防止される。しかも、上記切割りは、上記圧接体によって、より確実に閉じられ
ることから、索条体に沿って地面側から這い上がってきた蔓性植物が上記切割りを通して
上記被覆体の内部に入り込むことは、より確実に防止される。よって、蔓性植物が這い上
がり防止装置を越えて這い上がることは、より確実に防止される。
【００１８】
　また、上記の場合、両切断部分を互いに圧接させるときの上記圧接体の動作に連動して
前記した支持体が索条体の中途部に対しより強く圧接するようにしてやれば、索条体への
這い上がり防止装置の取り付け強度の向上は、上記圧接体を利用した分、より簡単な構成
で達成される。
【００１９】
　請求項２の発明は、地面上に張設される索条体の長手方向の中途部を覆うよう、この索
条体の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体を備え、この被覆体は、その軸心周りの一
部をこの被覆体の軸方向の全体にわたり切断した構成の切割りを有し、この切割りを通し
上記被覆体の内部に上記索条体の中途部を挿入可能な蔓性植物の這い上がり防止装置にお
いて、
　上記被覆体の軸心周りの外面および上記切割りを形成する上記被覆体の両切断部分で互
いに対向する両対向面に蔓性植物の忌避材が施されている。
【００２０】
　このため、上記索条体に沿って地面側から蔓性植物が這い上がることは、この索条体の
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中途部に取り付けられた被覆体に加え、この被覆体の外面に施された忌避材によって、よ
り確実に防止される。しかも、上記索条体に沿って地面側から這い上がってきた蔓性植物
が上記切割りを通して上記被覆体の内部に入り込むことは、上記忌避材によって、更に確
実に防止される。よって、蔓性植物が這い上がり防止装置を越えて這い上がることは、更
に確実に防止される。
【００２１】
　請求項３の発明は、地面上に張設される索条体の長手方向の中途部を覆うよう、この索
条体の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体を備え、この被覆体は、その軸心周りの一
部をこの被覆体の軸方向の全体にわたり切断した構成の切割りを有し、この切割りを通し
上記被覆体の内部に上記索条体の中途部を挿入可能な蔓性植物の這い上がり防止装置にお
いて、
　上記被覆体の軸心周りの外面に蔓性植物の忌避材が施されており、上記被覆体の軸方向
の一端部側には、上記忌避材が内面に施された凹部が形成されており、上記被覆体の軸方
向に列設する他の被覆体の端部のうち、上記被覆体の軸方向の一端部に対向する端部が、
上記被覆体の凹部に嵌入可能な構成となっている。
【００２２】
　このため、上記索条体に沿って地面側から蔓性植物が這い上がることは、この索条体の
中途部に取り付けられた被覆体に加え、この被覆体の外面に施された忌避材によって、よ
り確実に防止される。
【００２３】
　しかも、上記索条体の中途部への被覆体の取り付けに加えて、上記索条体の中途部に隣
接する他の中途部へ他の被覆体を取り付ける場合、上記被覆体の凹部に他の被覆体の端部
を嵌入させることができる。
【００２４】
　上記のようにすれば、第１に、索条体に対し上記被覆体に連なるよう他の被覆体を取り
付けるとき、上記被覆体に対する他の被覆体の精度のよい位置決めが容易にでき、その分
、この他の被覆体の取り付け作業が、より容易にできる。また、第２に、上記索条体に対
し、その長手方向に沿って複数の被覆体を隙間なく連続的に取り付けることができる。よ
って、この這い上がり防止装置によれば、索条体に沿っての蔓性植物の這い上がりを更に
確実に防止できる。
【００２５】
　その上、上記索条体に対し、その長手方向に沿って複数の被覆体を連続的に取り付けた
場合に、索条体に沿って地面側から這い上がってきた蔓性植物が索条体の長手方向で隣り
合う両被覆体の間の凹部に入り込むことは、上記忌避材によって、より確実に防止される
。また、索条体に対し単体の被覆体を取り付けた場合も、その凹部に蔓性植物が入り込む
ことは、上記忌避材によって防止される。よって、蔓性植物が、この這い上がり防止装置
を越えて這い上がることは、より確実に防止される。
【００２６】
　請求項４の発明は、上記被覆体が弾性材で構成され、この被覆体の弾性変形により上記
切割りが拡開されるように構成されている。
【００２７】
　このため、上記索条体の中途部に対し這い上がり防止装置の取り付け作業をする場合に
は、まず、上記切割りを拡開させるよう上記被覆体を弾性変形させる。そして、このよう
に拡開させた上記切割りを通し上記被覆体の内部に索条体の中途部を挿入する。次に、上
記被覆体の弾性変形を解除すれば、上記被覆体は元の状態に戻って上記切割りが閉じられ
る。これにより、索条体の中途部への這い上がり防止装置の取り付け作業が終る。
【００２８】
　よって、上記索条体の中途部に対し這い上がり防止装置の取り付け作業をする場合、作
業が煩雑な締結作業は不要であり、その分、這い上がり防止装置の取り付け作業は、より
容易にできる。
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【００２９】
　請求項５の発明は、上記被覆体が、上記切割りを通し上記索条体の中途部を遊嵌状に挿
入させる筒形状の被覆体本体と、この被覆体本体に固着され、この被覆体本体に挿入され
た索条体の中途部に上記被覆体の弾性力により圧接してこの被覆体を索条体に支持させる
支持体とを備えている。
【００３０】
　このため、前記した索条体の中途部への這い上がり防止装置の取り付け作業において、
まず、上記被覆体の弾性変形により拡開させた切割りを通し上記被覆体の内部に索条体の
中途部を挿入させ、次に、上記被覆体の弾性変形を解除させれば、このときの被覆体の弾
性力により、上記支持体は索条体の中途部に自動的に圧接してこの索条体に上記被覆体が
支持され、索条体に這い上がり防止装置が取り付けられることとなる。よって、索条体の
長手方向の所望位置への這い上がり防止装置の取り付けは容易な作業によって強固にでき
ることから、この這い上がり防止装置によれば、蔓性植物の這い上がりは更に確実に防止
される。
【００３１】
　請求項６の発明は、上記被覆体の他端部の端面に上記忌避材が施されている。
【００３２】
　このため、特に、上記被覆体の一端部よりも他端部を、下側（地面側）に位置させるよ
う索条体の中途部に取り付けてやれば、索条体に沿って地面側から蔓性植物が這い上がる
ことは、上記忌避材によって、より確実に未然に防止される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明装置の側面部分破断部分断面図である。
【図２】（ａ）は、図１のII－II線矢視断面図で、（ｂ）は、（ａ）の作用説明図である
。
【図３】（ａ）は、図１のIII－III線矢視部分破断図で、（ｂ）は、（ａ）の作用説明図
である。
【図４】図１で示したものの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の蔓性植物の這い上がり防止装置に関し、索条体の中途部に取り付けた這い上が
り防止装置により、上記索条体に沿って地面側から蔓性植物が這い上がることを、より確
実に防止できるようにし、かつ、上記索条体の中途部への這い上がり防止装置の取り付け
作業が、より容易にできるようにする、という目的を実現するため、本発明を実施するた
めの形態は、次の如くである。
【００３５】
　即ち、蔓性植物の這い上がり防止装置は、地面上に張設される索条体の長手方向の中途
部を覆うよう、この索条体の中途部に取り付けられる筒形状の被覆体を備える。この被覆
体の軸心周りの一部をこの被覆体の軸方向の全体にわたり切断して切割りが形成される。
この切割りを通し上記被覆体の内部に上記索条体の中途部が挿入可能とされる。上記被覆
体の軸心周りの外面に蔓性植物の忌避材が施される。
【実施例】
【００３６】
　本発明をより詳細に説明するために、その実施例を添付の図に従って説明する。
【００３７】
　図１，２（ａ），３（ａ），４において、符号１は、蔓性植物の這い上がり防止装置で
ある。例えば、電柱を支持するよう地面上に支線が張設されている場合において、上記這
い上がり防止装置１は、上記支線などの索条体２に沿って地面側から蔓性植物が這い上が
ることを防止するためのものである。上記索条体２は、地面側から垂直上方、もしくは斜
め上方に延びている。
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【００３８】
　上記這い上がり防止装置１は、索条体２の長手方向の中途部を覆うよう、この索条体２
の中途部に取り付けられる円筒形状の被覆体５を備えている。この被覆体５の軸心６周り
の一部がこの被覆体５の軸方向の全体にわたり切断されて切割り７が形成される。そして
、この切割り７を通し上記被覆体５の内部に索条体２の中途部が挿入可能とされる。
【００３９】
　上記被覆体５の軸心６周りの外面に蔓性植物の忌避材１０が施される。この忌避材１０
は、樹脂製繊維による織編物製や不織布製の可撓性基材と、この基材に被覆されたり含浸
されたりする可撓性樹脂材と、この樹脂材に含有されたり塗布などにより付着されたりし
て植物の生長を阻害する忌避剤とを備えている。また、上記忌避材１０には、上記基材、
樹脂材、および／もしくは忌避剤に耐候性が含浸されたり含有されたりする。
【００４０】
　上記切割り７を形成している上記被覆体５の両切断部分１３，１３は、この被覆体５の
自由状態で互いに当接（圧接含む）しているが、わずかな隙間があってもよい。上記被覆
体５は全体的に弾性材で構成される。
【００４１】
　そして、図２（ｂ），３（ｂ）で示すように、上記被覆体５の両切断部分１３，１３が
互いに離反するようこれら各切断部分１３に外力Ｆを与えれば、上記被覆体５の弾性変形
により上記切割り７が拡開されるようになっている。そして、このように拡開した切割り
７を通して上記被覆体５の内部に上記索条体２の中途部が離脱可能に挿入可能とされる。
【００４２】
　上記外力Ｆを解除すれば、上記被覆体５は、その弾性力により、図１，２（ａ），３（
ａ），４で示すように、元の状態（自由状態）に戻る。この状態において、上記被覆体５
は、上記切割り７を通し索条体２の中途部を遊嵌状に挿入させる円筒形状の被覆体本体１
６と、この被覆体本体１６の軸方向の一端部と他端部とに固着され、この被覆体本体１６
に挿入された索条体２の中途部に上記被覆体５の弾性力により圧接して、この被覆体５を
索条体２に支持させる一対の支持体１７，１８とを備えている。
【００４３】
　上記被覆体本体１６は発泡スチロール製で、全体として弾性を有している。この被覆体
本体１６における両切断部分１３，１３は、上記軸心６周りで互いに対向している。上記
被覆体本体１６の上記軸心６周りの外面には、上記忌避材１０のうちの一部である第１忌
避材１０ａが施される。また、上記両切断部分１３，１３において互いに対向する両対向
面には、それぞれ第２忌避材１０ｂが施される。
【００４４】
　上記各支持体１７，１８は、それぞれゴム製で、全体として弾性を有し、互いに同形同
大とされる。これら各支持体１７，１８は、それぞれ上記被覆体本体１６の軸方向の端部
に内嵌されてこの被覆体本体１６の端部内面に接着などにより固着される円環状の環状体
２１と、この環状体２１の内面から上記軸心６側に向かって一体的に突出する複数（３つ
）の突起２２と、これら各突起２２の突出端に一体的に形成される複数（４つ）の舌片２
３とを備えている。
【００４５】
　上記各支持体１７，１８の各突起２２は、上記軸心６に沿った視線で見て（図２（ａ）
，３（ａ））、山形状をなし、かつ、軸心６周りで等間隔に配置される。上記各支持体１
７，１８において、軸心６周りで互いに隣接する両突起２２，２２間の環状体２１の部分
にそれぞれ上記切割り７が形成される。
【００４６】
　上記被覆体本体１６の軸方向の一端部と他端部とに対し、その各外面に上記第１忌避材
１０ａを介し圧接するよう外嵌され、上記被覆体５の両切断部分１３，１３を互いに圧接
させると共に、上記各支持体１７，１８をそれぞれ上記索条体２の中途部に、より強く圧
接させる一対の圧接体２６，２７が設けられる。
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【００４７】
　上記各圧接体２６，２７は互いに同形同大とされる。これら各圧接体２６，２７は、上
記被覆体本体１６の軸方向の一端部と他端部とに外嵌される樹脂製で可撓性の帯状体３０
と、この帯状体３０の一端部に形成される係止孔３１と、上記帯状体３０の他端部に一体
的に突設され、上記被覆体本体１６の外面に対し上記帯状体３０が圧接した状態で、上記
係止孔３１の孔縁部に離脱可能に係止される係止突起３２とを有している。この場合、帯
状体３０の外面に第３忌避材１０ｃが施される。
【００４８】
　上記被覆体５の軸方向で、この被覆体５に対し、この被覆体５と同形同大の他の被覆体
５’を列設するとき、上記被覆体５の軸方向の一端部側にこの一端部に対向する上記他の
被覆体５’の端部を嵌入可能とさせる凹部３４が形成される。この場合、上記被覆体５の
一端部に、この一端部の軸方向の外方に向かって開く容器３５が形成され、この容器３５
の内面が上記凹部３４とされる。
【００４９】
　具体的には、上記容器３５は、上記被覆体５の一端部側における上記圧接体２６の帯状
体３０に一体的に形成され、この圧接体２６から上記被覆体５の軸方向外方に向かって径
寸法が漸増するよう延出する円錐台筒形状の拡大部３６と、この拡大部３６の径小側の内
周面に一体的に形成される円形の環状部３７と、上記拡大部３６の延出端部に一体的に形
成される円形の筒状部３８とを有し、上記拡大部３６、環状部３７、および筒状部３８は
それぞれ上記軸心６上に位置している。
【００５０】
　上記容器３５の軸心６周りの一部に上記切割り７が形成される。この場合、上記容器３
５の拡大部３６と環状部３７とは上記切割り７によりそれぞれ二部品に分断される。一方
、上記筒状部３８において、上記軸心６を基準とした上記切割り７の径方向の対称位置に
薄肉部が形成され、これがヒンジ部３９とされる。そして、このヒンジ部３９を挟む上記
筒状部３８の二部品同士は、上記拡大部３６と環状部３７との各二部品と共に、上記ヒン
ジ部３９を中心として互いに相対回動可能とされる。
【００５１】
　上記容器３５の外、内面に跨るように第４、第５忌避材１０ｄ，１０ｅが施される。ま
た、上記被覆体５の他端部の端面にも第６忌避材１０ｆが施される。
【００５２】
　上記索条体２の中途部に対し這い上がり防止装置１の取り付け作業をする場合には、ま
ず、この這い上がり防止装置１の上記被覆体５の両切断部分１３，１３に手の指を掛けた
り、上記這い上がり防止装置１を索条体２に押し付けたりするなどして、上記両切断部分
１３，１３が互いに離反するようこれら各切断部分１３に外力Ｆを与える。すると、上記
被覆体５の被覆体本体１６、および各支持体１７，１８のそれぞれの弾性変形により上記
切割り７が拡開される（図２中（ｂ））。また、これと共に、上記ヒンジ部３９を中心と
して拡大部３６、環状部３７、および筒状部３８の各二部材が互いに離反するよう回動し
、上記切割り７が拡開される（図３中（ｂ））。
【００５３】
　次に、上記被覆体５を索条体２の中途部に、より接近させて、上記切割り７を通し上記
被覆体５の内部に索条体２の中途部を挿入する（図２（ｂ），３（ｂ）中二点鎖線）。そ
して、この状態から上記外力Ｆを解除する。すると、上記被覆体５は、その弾性力により
、元の状態に戻る（図１，２（ａ），３（ａ），４）。この際、この弾性力により、上記
被覆体５は上記切割り７を閉じると共に、上記被覆体本体１６内に挿入された索条体２の
中途部に上記各支持体１７，１８が圧接して、この索条体２に上記被覆体５が支持される
。
【００５４】
　これにより、索条体２の中途部への這い上がり防止装置１の取り付け作業が終る。また
、索条体２の他の中途部に対し他の被覆体５’を取り付ける場合には、上記被覆体５の取
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り付け作業と同様の作業をすればよい。
【００５５】
　なお、上記被覆体５の軸方向の一端部と他端部とは、いずれを下側（地面側）に位置さ
せてもよい。また、この被覆体５は多角形の筒形状であってもよい。
【００５６】
　上記構成によれば、被覆体５の軸心６周りの外面に蔓性植物の忌避材１０を施している
。
【００５７】
　このため、上記索条体２に沿って地面側から蔓性植物が這い上がることは、この索条体
２の中途部に取り付けられた被覆体５に加え、この被覆体５の外面に施された忌避材１０
によって、より確実に防止される。
【００５８】
　また、前記したように、被覆体５を弾性材で構成し、この被覆体５の弾性変形により切
割り７が拡開されるようにしている。
【００５９】
　このため、上記索条体２の中途部に対し這い上がり防止装置１の取り付け作業をする場
合には、まず、上記切割り７を拡開させるよう上記被覆体５を弾性変形させる（図２（ｂ
），３（ｂ）中実線）。そして、このように拡開させた上記切割り７を通し上記被覆体５
の内部に索条体２の中途部を挿入する（図２（ｂ），３（ｂ）中二点鎖線）。次に、上記
被覆体５の弾性変形を解除すれば、上記被覆体５は元の状態に戻り（図１，２（ａ），３
（ａ），４）、これにより、索条体２の中途部への這い上がり防止装置１の取り付け作業
が終る。
【００６０】
　よって、上記索条体２の中途部に対し這い上がり防止装置１の取り付け作業をする場合
、作業が煩雑な締結作業は不要であり、その分、這い上がり防止装置１の取り付け作業は
、より容易にできる。
【００６１】
　また、前記したように、被覆体５が、切割り７を通し索条体２の中途部を遊嵌状に挿入
させる筒形状の被覆体本体１６と、この被覆体本体１６に固着され、この被覆体本体１６
に挿入された索条体２の中途部に上記被覆体５の弾性力により圧接してこの被覆体５を索
条体２に支持させる支持体１７，１８とを備えている。
【００６２】
　このため、前記した索条体２の中途部への這い上がり防止装置１の取り付け作業におい
て、まず、上記被覆体５の弾性変形により拡開させた切割り７を通し上記被覆体５の内部
に索条体２の中途部を挿入させ、次に、上記被覆体５の弾性変形を解除させれば、このと
きの被覆体５の弾性力により、上記各支持体１７，１８は索条体２の中途部に自動的に圧
接してこの索条体２に上記被覆体５が支持され、索条体２に這い上がり防止装置１が取り
付けられる。よって、索条体２の長手方向の所望位置への這い上がり防止装置１の取り付
けは容易な作業によって強固にできることから、この這い上がり防止装置１によれば、蔓
性植物の這い上がりは更に確実に防止される。
【００６３】
　また、前記したように、切割り７を形成している被覆体５の両切断部分１３，１３を互
いに圧接させる圧接体２６，２７を設けている。
【００６４】
　このため、上記切割り７は、上記各圧接体２６，２７によって、より確実に閉じられる
ことから、索条体２に沿って地面側から這い上がってきた蔓性植物が上記切割り７を通し
て上記被覆体５の内部に入り込むことは、より確実に防止される。よって、蔓性植物が這
い上がり防止装置１を越えて這い上がることは、より確実に防止される。
【００６５】
　また、上記の場合、両切断部分１３，１３を互いに圧接させるときの上記各圧接体２６
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，２７の動作に連動して前記した各支持体１７，１８が索条体２の中途部に圧接するよう
にしてやれば、索条体２への這い上がり防止装置１の取り付け強度の向上は、上記各圧接
体２６，２７を利用した分、より簡単な構成で達成される。
【００６６】
　また、前記したように、切割り７を形成する上記被覆体５の両切断部分１３，１３で互
いに対向する両対向面に上記第３忌避材１０ｃを施している。
【００６７】
　このため、上記索条体２に沿って地面側から這い上がってきた蔓性植物が上記切割り７
を通して上記被覆体５の内部に入り込むことは、上記第３忌避材１０ｃによって、更に確
実に防止される。よって、蔓性植物が這い上がり防止装置１を越えて這い上がることは、
更に確実に防止される。
【００６８】
　また、前記したように、被覆体５の軸方向で、この被覆体５に対し他の被覆体５’を列
設するとき、上記被覆体５の軸方向の一端部側にこの一端部に対向する上記他の被覆体５
’の端部を嵌入可能とする凹部３４を形成している。
【００６９】
　このため、上記索条体２の中途部への被覆体５の取り付けに加えて、上記索条体２の中
途部に隣接する他の中途部への他の被覆体５’を取り付ける場合、上記被覆体５の凹部３
４に他の被覆体５’の端部を嵌入させることができる。
【００７０】
　上記のようにすれば、第１に、索条体２に対し上記被覆体５に連なるよう他の被覆体５
’を取り付けるとき、上記被覆体５に対する他の被覆体５’の精度のよい位置決めが容易
にでき、その分、この他の被覆体５’の取り付け作業が、より容易にできる。また、第２
に、上記索条体２に対し、その長手方向に沿って複数の被覆体５，５’を隙間なく連続的
に取り付けることができる。よって、この這い上がり防止装置１によれば、索条体２に沿
っての蔓性植物の這い上がりを更に確実に防止できる。
【００７１】
　また、前記したように、凹部３４の内面に上記第５忌避材１０ｅを施している。
【００７２】
　このため、上記索条体２に対し、その長手方向に沿って複数の被覆体５，５’を連続的
に取り付けた場合に、索条体２に沿って地面側から這い上がってきた蔓性植物が索条体２
の長手方向で隣り合う両被覆体５，５’の間の凹部３４に入り込むことは、上記第５忌避
材１０ｅによって、より確実に防止される。また、索条体２に対し単体の被覆体５を取り
付けた場合も、その凹部３４に蔓性植物が入り込むことは、上記忌避材によって防止され
る。よって、蔓性植物が、この這い上がり防止装置１を越えて這い上がることは、より確
実に防止される。
【００７３】
　また、前記したように、被覆体５の他端部の端面に上記第６忌避材１０ｆを施している
。
【００７４】
　このため、特に、上記被覆体５の一端部よりも他端部を、下側（地面側）に位置させる
よう索条体２の中途部に取り付けてやれば、索条体２に沿って地面側から蔓性植物が這い
上がることは、上記第６忌避材１０ｆによって、より確実に未然に防止される。
【符号の説明】
【００７５】
　１　　這い上がり防止装置
　２　　索条体
　５　　被覆体
　５’　被覆体
　６　　軸心
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　７　　切割り
　１０　忌避材
　１０ａ　第１忌避材
　１０ｂ　第２忌避材
　１０ｃ　第３忌避材
　１０ｄ　第４忌避材
　１０ｅ　第５忌避材
　１０ｆ　第６忌避材
　１３　切断部分
　１６　被覆体本体
　１７　支持体
　１８　支持体
　２１　環状体
　２２　突起
　２３　舌片
　２６　圧接体
　２７　圧接体
　３０　帯状体
　３１　係止孔
　３２　係止突起
　３４　凹部
　３５　容器
　Ｆ　　外力

【図１】 【図２】
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